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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月22日(2008.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　製造チャンバを含む処理デバイスであって、
ａ）コンピュータ実行可能メッセージをチャンバへ通信するものであり、第１メッセージ
をサポートするインターフェースプロトコルを含む、第１データ通信ポートと、
ｂ）コンピュータ実行可能メッセージを前記チャンバへ通信するものであり、第２メッセ
ージをサポートするインターフェースプロトコルを含む、第２データ通信ポートと、
ｃ）工程データ、製品データ及び装置パラメータデータから成る群から選択されるデータ
を、検出し、その後レポートするために前記チャンバへ備えられるものであり、前記第２
ポートと通信するする少なくとも１つのセンサーとを備える、デバイス。
【請求項２】　ａ）前記第１メッセージは標準ＳＥＣＳ ＩＩメッセージを有し、
ｂ）前記第２メッセージは特製ＳＥＣＳ ＩＩメッセージを有する、請求項１に記載のデ
バイス。
【請求項３】　製造チャンバを含む処理デバイスであって、
ａ）コンピュータ実行可能メッセージをチャンバへ通信するものであり、第１メッセージ
を通信するための第１インターフェースを備える、第１データ通信ポートと、
ｂ）コンピュータ実行可能メッセージを前記チャンバへ通信するものであり、第１メッセ
ージ及び第２メッセージを有する第３メッセージを通信するための第２インターフェース
を備える、第２データ通信ポートと、
ｃ）工程データ、製品データ及び装置パラメータデータから成る群から選択されるデータ
を、検出し、その後レポートするために前記チャンバへ備えられるものであり、前記第２
ポートと通信するする少なくとも１つのセンサーとを備える、デバイス。
【請求項４】　ａ）前記第１メッセージは標準ＳＥＣＳ ＩＩメッセージを有し、
ｂ）前記第２メッセージは特製ＳＥＣＳ ＩＩメッセージを有する、請求項３に記載のデ
バイス。
【請求項５】　少なくとも１つのセンサー、第１シリアルデータ通信ポート及び第２シリ
アルデータ通信ポートを含む製造チャンバであって、
ａ）少なくとも１つの前記センサーは、前記チャンバ内に配置され、センサーデータを提
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供するために設けられており、
ｂ）前記第１シリアルデータ通信ポートは、ＭＥＳメッセージを含むコンピュータ実行可
能メッセージを通信するために設けられ、約１９２００の最大ボーレートで第１メッセー
ジをサポートする第１インターフェースプロトコルを含むものであり、
ｃ）前記第２シリアルデータ通信ポートは、センサーデータを含む拡張データ取得システ
ムデータを有するデータを通信するために設けられ、（ｉ）第１メッセージ及び（ｉｉ）
第２メッセージを含むメッセージをサポートする第２インターフェースプロトコルを備え
ると共に、約３８４００の最大ボーレートで動作するものである、チャンバ。
【請求項６】　ａ）前記第１メッセージは標準ＳＥＣＳ ＩＩメッセージを有し、
ｂ）前記第２メッセージは特製ＳＥＣＳ ＩＩメッセージを有する、請求項５に記載のデ
バイス。
【請求項７】　製造チャンバを含む処理デバイスであって、
ａ）コンピュータ実行可能メッセージを前記チャンバへ通信するものであり、標準ＳＥＣ
Ｓ ＩＩメッセージを通信するための第１インターフェースを有する、第１データ通信ポ
ートと、
ｂ）コンピュータ実行可能メッセージを前記チャンバへ通信するものであり、標準ＳＥＣ
Ｓ ＩＩメッセージ及び特製ＳＥＣＳ ＩＩメッセージを有するメッセージを通信するため
の第２インターフェースを有する、第２データ通信ポートと、
ｃ）工程データ、製品データ及び装置パラメータデータから成る群から選択されるデータ
を、検出し、その後レポートするために前記チャンバへ備えられるものであり、前記第２
ポートと通信する少なくとも１つのセンサーと、
を備えるデバイス。
【請求項８】　製造チャンバを含む処理デバイスであって、
ａ）コンピュータ実行可能メッセージを前記チャンバへ通信するものであり、標準ＳＥＣ
Ｓ ＩＩメッセージをサポートするインターフェースプロトコルを含む、第１データ通信
ポートと、
ｂ）コンピュータ実行可能メッセージを前記チャンバへ通信するものであり、特製ＳＥＣ
Ｓ ＩＩメッセージをサポートするインターフェースプロトコルを含む、第２データ通信
ポートと、
ｃ）工程データ、製品データ及び装置パラメータデータから成る群から選択されるデータ
を、検出し、その後レポートするために前記チャンバへ備えられるものであり、前記第２
ポートと通信する少なくとも１つのセンサーと、
を備えるデバイス。
【請求項９】　製造チャンバを含む処理デバイスであって、
ａ）コンピュータ実行可能メッセージを前記チャンバへ通信するためのものであり、標準
ＳＥＣＳ ＩＩメッセージをサポートするインターフェースプロトコルを含むシリアルポ
ートを有する、第１データ通信ポートと、
ｂ）コンピュータ実行可能メッセージを前記チャンバへ通信するためのものであり、特製
ＳＥＣＳ ＩＩメッセージをサポートするインターフェースプロトコルを含むシリアルポ
ートを有する、第２データ通信ポートと、
を備えるデバイス。
【請求項１０】　ａ）データ取得サブシステムと、
ｂ）データ処理サブシステムと、
ｃ）情報処理及び分析環境と、
ｄ）所定の管理限界の範囲内で処理が作動しているか否かを決定するためのものであり、
アラームを起動するために取り付けられた判断環境と、
をさらに備える請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】　前記チャンバは、センサーデータを前記第２ポートに通信するセンサー
を有する、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１２】　少なくとも１つのセンサー、第１シリアルデータ通信ポート及び第２シ
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リアルデータ通信ポートを含む製造チャンバであって、
ａ）少なくとも１つの前記センサーは、前記チャンバの内部に配置され、センサーデータ
を提供するために設けられており、
ｂ）前記第１シリアルデータ通信ポートは、ＭＥＳメッセージを含むコンピュータ実行可
能メッセージを通信するために設けられ、約１９２００の最大ボーレートの標準ＳＥＣＳ
 ＩＩメッセージをサポートする第１インターフェースプロトコルを含むものであり、
ｃ）前記第２シリアルデータ通信ポートは、センサーデータを含む拡張データ取得システ
ムデータを有するデータを通信するために設けられ、（ｉ）標準ＳＥＣＳ ＩＩメッセー
ジ及び（ｉｉ）特製ＳＥＣＳ ＩＩメッセージを含むメッセージをサポートする第２イン
ターフェースプロトコルを備えると共に、約３８４００の最大ボーレートで動作するもの
である、チャンバ。
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